
 

 

議 案 第 ６ ２ 号 

 

三田市市民福祉金条例の一部を改正する条例の制定について 

 

こ ど も 課 

 

ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進し、もって児童の福祉の増進を図るため、児

童扶養手当法が一部改正され、当該手当が父子家庭の父も支給対象となったことによ

り、父子・遺児家庭に支給している市民福祉金を廃止するに当たり、当該条例の一部

を改正しようとするもの。 

【趣  旨】 ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進し、もって児童の福祉の増進を図るため、児

童扶養手当が父子家庭の父も支給対象となった。この児童扶養手当法の一部改正に伴い、

現在、父子・遺児家庭に支給している市民福祉金を廃止する。 

母子家庭に対する市民福祉金は、都市経営システム推進の観点に立ち、すでに平成１

９年度に廃止され、給付支援事業から自立支援事業への転換を図っている。 

 

【関係法令】 児童扶養手当法 

母子及び寡婦福祉法 

住民基本台帳法 

 

【内  容】 父子及び遺児福祉金の廃止に伴う条文の整備 

      

 

 

 

 

 

 

 

【施行期日】 平成２２年１１月１日から施行する。 

 

【経過措置】 この条例による改正後の三田市障害者福祉金条例は、この条例の施行の日以降の申請

に係る福祉金から適用し、同日前の申請に係る福祉金については、なお従前の例による。

 

【その他】 当該条例の改正に伴い、同条例施行規則についても所要の改正措置を講じる予定。 

市民福祉金の種類が障害者福祉金の

みとなるため、条例の名称を「三田

市障害者福祉金条例」に変更し、条

文についても父子・遺児福祉金に関

する規定を削除する。 

三田市市民福祉金の種類 
・障害者福祉金 
・父子福祉金 
・遺児福祉金 

今回廃止！

 


